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注意事項 

 

 この裁決集は、すでに頒布しました平成23・24年版その他の旧年版と同様、担当行

政庁より適法に入手した行政文書です。 

 担当行政庁が、内部用参考資料として個人情報等に配慮して編集し、１冊にまと

めた行政文書です。  

 担当行政庁は当版から再び、以前のように平成25年の１年の主要な裁決を１冊に

編みました。１年間の全裁決を掲載しているものではありません。 

平成18年版まで掲載していた「裁決要旨」や「原処分行政庁」、「当事者」の記載

を取りやめ、さらに「審査資料」や「事実認定」の詳細を省略した点は平成19年版と同

じです。 

 これらのことから、平成18年版より各裁決の判断過程の透明性が低下し、活用しに

くくなっているかもしれません。さらに個別裁決事案の詳細を知りたい場合にはそれぞれ

の裁決書を入手する必要があるかもしれません。あらかじめご承知ください。 

 

 当事務所では、表紙ページまたは左側しおりから裁決書本文各項目とびらへのリンク

を設定して利用の便を図りました。 

 

◆ 

 

 ご利用に当たって、次の点に同意頂いたものとして頒布します。よろしくお願い致しま

す。  

 

① 当資料は、担当行政庁が編集・作成した行政文書です。ご利用は購入者ご自

身の責任でお願いします。当所では当資料を利用したことによる個々の問題について

の責任を負いません。  

 

② 当資料はPDF形式ファイルであり、文書内容の抽出等一部制限をかけてあります

が、印刷は可能です。PDFファイルの取扱いに関する疑問は、関係アプリケーションソフ

トのマニュアルをご参照頂くなど、ご自身にてご対応ください。当所からのサポートは致し

ません。  

 なお、一般に、PDF関係アプリケーションソフトと、パソコンのOSまたはプリンタドライバと

の関係で、ごくまれに多数ページの一括印刷ができない場合があるようです。その際に

は、ページ指定印刷で、数枚ずつ印刷してください。 

 

③ 当資料PDFファイルのご利用は、購入されたご本人に限らせて頂きます。従って、



当資料PDFファイルの第三者への無断コピー配布等はなさらないでください。  

 

◆  

 

 厚生労働省の「社会保険審査会」のホームページについて。 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/index.html  

 

 上記アドレスから「社会保険審査会」のホームページが閲覧できます。組織概要、審

査制度解説に加え、取扱状況と主な裁決例も掲載されています。 

 長年公開を要求してきた方々の努力のたまものでしょう。関係職員みなさんのご尽力

を評価しつつ、今後の更なる充実と、裁決の全件公開を求めます。 

 

◆ 

 

 最後に、社会保険審査会裁決のみならず、労働保険審査会裁決など行政不服

審査の判断は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り国民の権利利益の保

護に資するため、積極的に公表されるべきと考えます。賛同して頂ける方は、関係行

政庁に対し、さらなる積極的な公表を進めるよう要請するなど、できる範囲でのご協力

をお願いします。  

以上  

 

                  2015 年 5 月 榊原社労士事務所 榊原 悟志 
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平成２４年（健）第８３６号

平成２５年７月３１日

主文

　後記「理由」欄第２の４記載の原処分中、

請求人に対し、平成○年○月○日から平成○

年○月○日までの期間についての（亡）Ａに

係る健康保険法による傷病手当金を支給しな

いとした部分を取り消す。

本件再審査請求中、その余の部分を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、平成○年○月○日

に死亡した請求人の夫であるＡ（以下「Ａ」

という。）に係る健康保険法（以下「健保法」

という。）による傷病手当金の支給を求め

るということである。

第２　再審査請求の経過

本件記録によると、請求人が本件再審査

請求をするに至る経緯として、次の各事実

が認められる。

１　Ａは、平成○年○月○日に健康保険法

（以下「健保法」という。）上の適用事業

所である○○自動車株式会社（以下「本

件事業所」という。）に使用されるもの

として健康保険の被保険者資格を取得

し、平成○年○月○日に健康保険の被保

険者資格を喪失したが、同日から任意継

続被保険者となった者であり、平成○年

○月○日から平成○年○月○日までの期

間、多発性筋炎の療養のため労務に服す

ることができなかったとして、傷病手当

金の支給を受けていた（以下、上記支給

期間を「既支給期間」、上記支給対象傷

病を「当該傷病」という。）。

２　請求人は、Ａの妻であるところ、Ａは、

平成○年○月○日に死亡した。

３　請求人は、Ａが当該傷病の療養のため、

平成○年○月○日から平成○年○月○日

までの期間、労務に服することができな

かったとして、平成○年○月○日（受付）、

全国健康保険協会○○支部長（以下「○

○支部長」という。）に対し、傷病手当

金の支給を申請した（以下、上記請求に

係る期間を「本件請求期間」という。）。

４　○○支部長は、平成○年○月○日付で

請求人に対し、「保険給付を受ける権利

が時効（２年）により消滅しているため。

法定給付期間（１年６カ月）を超えた請

求であるため。」との理由により、傷病

手当金を支給しない旨の処分（以下「原

処分」という。）をした。

５　請求人は、原処分を不服として、標記

の社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に再審査請求をした。

第３　当審査会の判断

１　傷病手当金の支給については、健保法

第９９条第１項（ただし、健康保険法等

の一部を改正する法律（平成１８年法律

第８３号。以下「平成１８年改正法」と

いう。）による改正前のもの）に「被保

険者が療養のため労務に服することがで

きないときは、その労務に服することが

できなくなった日から起算して３日を経

過した日から労務に服することができな

い期間、傷病手当金……を支給する」と

規定されており、同法第１０４条には、

「被保険者の資格を喪失した日（任意継

続被保険者の資格を喪失した者にあって

は、その資格を取得した日）の前日まで

引き続き１年以上被保険者（任意継続被

保険者又は共済組合の組合員である被保

険者を除く。）であった者（……）であっ

て、その資格を喪失した際に傷病手当金

…の支給を受けているものは、被保険者

として受けることができるはずであった

期間、継続して同一の保険者からその給

付を受けることができると規定されてい

る（以下、この規定に基づく給付を「傷

病手当金の継続給付」という。）。そして、

法定給付期間については、同法第９９条

第２項に「傷病手当金の支給期間は、同

一の疾病又は負傷及びこれにより発した

疾病に関しては、その支給を始めた日か

ら起算して１年６月を超えないものとす

る。」と規定されている。

２　Ａが本件請求期間に係る傷病手当の給

付を受ける権利を取得したか否かについ
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て検討する。本件記録によると、次の各

事実が認められる。

(1)　Ａは、平成○年○月○日から同年

○月○日までの期間（既支給期間）、

当該傷病の療養のため労務に服するこ

とができなかったとして、傷病手当

金の支給を受けた。既支給期間のう

ち、同年○月○日から同月○日までの

期間の傷病手当金は、同年○月○日に

支給され、同年○月○日から同年○月

○日までの期間の傷病手当金は、申請

書が同年○月○日に○○社会保険事務

所（当時。以下「本件事務所」という。）

で受け付けられて同月○日に支給され

ており、同年○月○日から同年○月○

日までの期間の傷病手当金は、申請書

が同年○月○日に本件事務所で受け付

けられて同年○月○日に支給されてい

る。

なお、Ａは、既支給期間の前にも、

平成○年○月○日から同年○月○日ま

での期間について、前立腺癌により労

務に服することができなかったとし

て、傷病手当金の支給を受けているが、

そのうちの同年○月○日から同年○月

○日までの期間の傷病手当金は、同年

○月○日に支給されており、同年○月

○日から同年○月○日までの期間の傷

病手当金は、同年○月○日に支給され

ている。

(2)　Ａは、平成○年○月○日に本件事

業所を退職したが、同月○日に健康保

険の任意継続被保険者の資格を取得し

た。Ａは、退職後も、引き続き○○県

厚生農業協同組合連合会ａ病院（以下

「ａ病院」という。）に入院及び通院し

てＢ医師の診療を受けており、本件請

求期間中は、同月○日から同年○月○

日まで入院して診療を受け（入院日数

○日。なお、入院開始日は、既支給期

間○日（待期期間）前の平成○年○月

○日である。）、同年○月以降はいずれ

も通院であるが、同月、同年○月、○月、

○月、○月、○月及び平成○年○月が

いずれも○日の実通院日数、同年○月

が○日の実通院日数、同年○月、○月、

○月、○月、○月、○月及び○月がい

ずれも○日の実通院日数であった。Ｂ

医師作成の本件請求期間に係る平成○

年○月○日付健康保険傷病手当金申請

書（第４回から第９回までの６通）の

各「療養担当者が意見を記入するとこ

ろ」欄によると、傷病名はいずれも当

該傷病、発病又は負傷の原因はいずれ

も「不明」、発病の年月日はいずれも

「平成○年○月頃」とされ、労務不能

と認めた平成○年○月○日から同年

○月○日までの期間に係る「主たる症

状及び経過等」及び「労務不能と認め

られた医学的な所見」として、「多発

性筋炎に対しステロイド投与を行って

いた。」「改善認め、経過は良好であっ

た。ステロイド漸減し、ＰＳＬ３０

mg で退院となった。○／○落ち着い

ており、ＰＳＬ２０mg へ減量した。」

と、労務不能と認めた平成○年○月○

日から同年○月○日までの期間に係る

「主たる症状及び経過等」及び「労務

不能と認められた医学的な所見」とし

て、「症状安定。ステロイド漸減した。」

「筋力低下を認めるため。」と、労務不

能と認めた平成○年○月○日から平成

○年○月○日までの期間に係る「主た

る症状及び経過等」及び「労務不能と

認められた医学的な所見」として、「症

状は安定したが、血清ＣＫが上昇認

めた。ＰＳＬ１２mg 維持で経過観察

とした。」「筋力低下認めるため。」と、

労務不能と認めた平成○年○月○日か

ら同年○月○日までの期間に係る「主

たる症状及び経過等」及び「労務不能

と認められた医学的な所見」として、

「○／○血清ＣＫ○へ上昇。多発性筋

炎再燃のため、ＰＳＬ２０mg へ増量

した。○／○血清ＣＫ正常化した。」

「筋力低下を認めるため。」と、労務不

能と認めた平成○年○月○日から同年

○月○日までの期間に係る「主たる症

状及び経過等」及び「労務不能と認め

られた医学的な所見」として、「落ち
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着いており、再度ステロイド漸減を開

始した。」「筋力低下認めるため。」と、

労務不能と認めた平成○年○月○日か

ら同年○月○日までの期間に係る「主

たる症状及び経過等」及び「労務不能

と認められた医学的な所見」として、

「落ち着いており、ステロイド漸減し

た。」「筋力低下認めるため。」と、そ

れぞれ記載されていることが認められ

る。

(3)　上記認定事実に当該傷病の特質及

び病態を併せ考慮すると、Ａは、本件

請求期間のうち、平成○年○月○日か

ら法定給付期間（１年６月）満了日で

ある平成○年○月○日までの期間につ

いては、当該傷病の療養のため労務に

服することができない状態であったと

認めるのが相当であるから、その期間

に係る傷病手当金の支給を受ける権利

（以下「本件傷病手当金受給権」とい

う。）を取得したものと認めることで

きる。しかしながら、本件請求期間の

うち、平成○年○月○日から平成○年

○月○日までの期間については、法定

給付期間を超えた期間であるから、当

該傷病の療養のため労務不能であった

かどうかを検討するまでもなく、健保

法第９９条第２項の規定により、傷病

手当金の支給を受けることはできな

い。

３　次に、本件傷病手当金受給権が時効に

より消滅したかどうかについて検討す

る。

健保法１９３条は、保険給付を受け

る権利は２年を経過したときは、時効に

よって消滅すると規定しており、消滅時

効は、権利を行使することができる時か

ら進行する（民法第１６６条第１項）と

ころ、傷病手当金の請求権は、療養のた

め労務に服することができなくなった日

から起算し、３日の待期期間をおいて、

第４日目以降の、労務に服することがで

きなかった日ごとに発生するものである

から、各労務不能日に係る傷病手当金請

求権の消滅時効の起算日は当該労務不能

日の翌日となり、時効期間は２年後の起

算日に応当する日の前日に満了する（民

法第１４３条第２項）。したがって、本

件傷病手当金受給権で最後に発生した受

給権は平成○年○月○日の分であるか

ら、その起算日は同月○日となり、本

件傷病手当金受給権は平成○年○月○

日（同月１６日が日曜日であるから、民

法第１４２条及び行政機関の休日に関す

る法律第１条第１項第１号の規定により

その翌日である同月１７日が満了日とな

る。）の経過により消滅時効期間が満了

したことになる。

４　この点に関し、請求人は、次のとおり

主張する。すなわち、既支給期間に係る

傷病手当金は、Ａが当該傷病のため自ら

申請書を作成することができなかったの

で、その委任を受けた請求人が申請書類

を作成、必要書類を収集して本件事務所

に提出して手続をしていた。Ａは、平成

○年○月○日に被保険者資格を喪失して

任意継続被保険者となったが、その途端、

本件事務所の担当者から、任意継続被保

険者は健保法が改正されたので傷病手当

金支給されなくなったと説明され、本件

事業所の社長の力添えを得て本件事務所

にお願いしたが、「制度が変わったので、

任意継続被保険者に対しては傷病手当

金が支給されない。」と説明されたので、

申請することを諦めたものである。この

ように、Ａは、本件請求期間につき、傷

病手当金支給の申請をしようとしたが、

保険者側の行政上の誤った説明、教示に

より、申請を諦めざるを得なかったもの

であり、本件申請に至るまでの間に上記

時効期間が経過してしまったのであるか

ら、時効消滅を理由として、本件請求期

間に係る傷病手当金を支給しないとする

処分は、不当である。以上のように主張

している。

５　そこで、本件傷病手当金受給権につき、

傷病手当金の申請がされるまでの経緯に

ついて検討するに、本件記録によると、

次の各事実（一部上記２の認定事実と重

複するが、再掲する。）が認められる。
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(1)　Ａは、ＰＳＡ検査の結果、○ ng/m

ℓと異常に高値であったことから、平

成○年○月○日にａ病院を受診し、生

検にて前立腺癌と診断され、ホルモン

療法が開始されたが、平成○年○月○

日には多発性筋炎及び多発性筋炎に伴

う間質性肺炎を発症し、ステロイドホ

ルモンであるＰＳＬ（プレドニゾロン）

の投与が開始された。

(2)　Ａは、既支給期間に係る傷病手当

金の支給を受けたが、Ａは、平成○年

○月○日から同年○月○日までａ病院

に入院していたことから、これらの申

請手続は、妻である請求人がその委任

を受けて、本件事業所の社会保険事務

担当者（以下「本件事業所担当者」と

いう。）とともに申請書類の作成及び

添付書類の収集、整備をして、これを

行っていた。既支給期間のうち、平成

○年○月○日から同月○日までの期間

の傷病手当金は、同年○月○日に支給

され、同年○月○日から同年○月○日

までの期間の傷病手当金は、申請書が

同年○月○日に本件事務所で受け付け

られて同月○日に支給されており、同

年○月○日から同年○月○日までの期

間の傷病手当金は、申請書が同年○月

○日に本件事務所で受け付けられて同

年○月○日に支給されている。

(3)　Ａは、上記入院期間中の平成○年

○月○日に本件事業所を退職し、同月

○日に被保険者資格を喪失し、同日か

ら任意継続被保険者となった。

(4)　Ａは、平成○年○月○日までの入

院治療を受けて退院後も、毎月通院し

て当該傷病の治療を受けていたとこ

ろ、入院中の同年６月２１日に平成

１８年改正法が公布されたが、同法は、

附則第１条各号所定の除外規定を除い

て同年１０月１日から施行された。

(5)　本件事業所担当者は、平成１８年

改正法が公布された後の平成○年○月

下旬に、任意継続被保険者となったＡ

の傷病手当金の支給申請書を作成する

準備をすべく、本件事務所担当者に連

絡を取ったところ、本件事務所担当者

は、本件事業所担当者に対し、「法律

改正により、任意継続被保険者には傷

病手当金は支給されないこととなっ

たので、申請をすることはできない。」

旨を告げた。なお、本件事務所担当者

は、その際、法律改正後の具体的な事

務取扱の要領についての説明もしな

かった。本件事業所担当者からこのこ

とを知らされた請求人は、何故にＡが

傷病手当金の支給を申請することがで

きなくなったのかについて、本件事務

所に問い合わせたが、本件事務所担当

者は、法律上支給されなくなったと説

明するばかりで、傷病手当金の給付に

ついて、どの部分がどのように改正さ

れたかの説明はなかった。

(6)　請求人は、当時、当該傷病により

伏せっており、請求人も本件事業所担

当者も、本件事務所の対応から、行政

窓口がそのようにいうのであるから、

そうなのであろうと思わざるを得な

かった。Ａも、請求人も、そして、本

件事業所担当者も、このようなことか

ら、法律の改正により、任意継続被保

険者に対しては、傷病手当金が支給さ

れなくなったものと思い込み、その申

請手続を進めることを断念し、その申

請をしないまま経過し、本件傷病手当

金支給申請の日に至ってしまった。

以上のとおりの事実が認められる。

なお、上記の事実認定について補足的

に説明すると、以下のとおりである。

すなわち、本件事業所担当者が平成○

年○月下旬に、Ａの傷病手当金の支給

申請書作成の準備をすべく本件事務所

担当者に連絡を取ったが、本件事務所

担当者が、「法律改正により、任意継

続被保険者には傷病手当金は支給され

ないこととなったので、申請をする

ことはできない。」旨を告げ、その際、

法律改正後の具体的な事務取扱の要領

についての説明もしなかったこと、請

求人が何故に傷病手当金の支給を申請

することができなくなったのかを問い
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合わせたが、本件事務所担当者は、法

律上支給されなくなったと説明するば

かりで、傷病手当金の給付について、

どの部分がどのように改正されたかの

説明はなかったこと、請求人は、本件

事務所担当者の対応から、法律の改正

により、任意継続被保険者に対して

は、傷病手当金が支給されなくなった

ものと思い込み、その申請手続を進め

ることを断念したとの認定事実につい

ては、その認定に供した資料は主とし

て、請求人側の申立て及び本件事業所

の事業主である代表取締役の申立てで

あり、保険者側作成に係る資料又は供

述の裏付けはない。

しかしながら、Ａは、平成○年○月

○日に前立腺癌と診断され、ホルモン

療法が開始されたが、平成○年○月○

日には多発性筋炎及び多発性筋炎に伴

う間質性肺炎を発症し、ステロイドホ

ルモンであるＰＳＬ（プレドニゾロン）

の投与が開始されたという重篤な疾病

に罹患していたのであり、既支給期間

に係る傷病手当金の支給申請も、本件

事業所担当者の協力を得て迅速に行わ

れていること、すなわち、既支給期間

のうち、平成○年○月○日から同月○

日までの期間の傷病手当金は、同年○

月○日に支給され、同年○月○日から

同年○月○日までの期間の傷病手当金

は、申請書が同年○月○日に本件事務

所で受け付けられて同月○日に支給さ

れており、同年○月○日から同年○月

○日までの期間の傷病手当金は、申請

書が同年○月○日に本件事務所で受け

付けられて同年○月○日に支給された

という経緯が認められるのである。し

かして、Ａが本件事業所を退職後、任

意継続被保険者となったのは、継続し

て療養の給付及び傷病手当金の支給を

受けることを主たる目的とするもので

あったことは、上記認定の経緯に照ら

して優に認定することができるのであ

り、Ａが、同年○月○日までの入院治

療を終えた後に、同年○月○日以降の

期間に係る傷病手当金の請求手続をす

るということは、事態の自然の流れと

して了解可能であり、Ａが傷病手当金

を請求することを忘れたとか、手続を

自ら懈怠したとかいうことは、およそ

考え難いことといわなければならな

い。しかるに、Ａ及び請求人は、平成

○年○月○日（受付）に至るまで、本

件請求期間に係る傷病手当金の申請を

することなく経過したのであるが、こ

れは、外的要因により傷病手当金申請

の手続をすることができなかったもの

と認めるほかなく、その外的要因とし

て考慮の外においてはならない事実が

平成○年改正法の公布及び施行の事実

である。しかして、上記認定の経緯に

よると、Ａないし請求人が、Ａ退院後

の平成○年○月下旬に、同年○月○日

以降の期間に係る傷病手当金の申請手

続をしようとして本件事務所担当者に

対し、問い合わせをしたり、その指導

を仰いだりしたことは上記認定から容

易に認められるのであり、これに対し、

本件事務所担当者が、健保法の改正に

より任意継続被保険者には傷病手当金

は支給されないこととなったので、申

請をすることはできない旨、あるいは、

法律上支給されなくなった旨を告げ、

なおかつ、法律改正後の具体的な事務

取扱の要領についての説明もせず、傷

病手当金の給付について、法律のどの

部分が改正されたのかも説明もしな

かったこと、及びこれにより、Ａが傷

病手当金支給申請を諦めた事実が高度

の蓋然性をもって認定することができ

ると判断されるのである。

６　上記認定事実に基づいて、○○支部長

が本件傷病手当金が時効により消滅した

として、傷病手当金を支給しなかった処

分の当否について検討する。

平成１８年改正法は、「被保険者が療

養のため労務に服することができないと

きは、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した

日から労務に服することができない期
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間、傷病手当金……を支給する」との健

保法第９９条第１項の規定を「被保険

者（任意継続被保険者を除く。……）が

療養のため労務に服することができない

ときは、その労務に服することができな

くなった日から起算して３日を経過した

日から労務に服することができない期

間、傷病手当金……を支給する」と改め

たものであるが、平成１８年改正法附則

第１条第３号により、上記改正後の規定

は平成１９年４月１日から施行するとさ

れ、更に、同法附則第９条第２項は、上

記「施行の日の前日において傷病手当金

の支給を受けていた者又は受けるべき

者（支給事由が生じた後に任意継続被保

険者となった者に限る。）に係る傷病手

当金の支給については、」上記「改正後

の健康保険法第９９条第１項の規定にか

かわらず、これらの者を同項に規定する

被保険者とみなして同条の規定を適用す

る。」旨規定し、同法附則第９条第３項

は、上記「施行の日の前日において、傷

病手当金の支給を受けていた者又は受け

るべき者に係る傷病手当金の支給につい

ては、なお従前の例による。」と規定し

ているから、前記認定の各事実関係の下

においては、Ａは、任意継続被保険者と

なった平成○年○月○日以降の法定給付

期間内であれば、傷病手当金の支給を受

けられたものであり、かつ、仮に、平成

○年○月○日に被保険者資格を喪失した

ままで、任意継続被保険者とならなかっ

た場合においても、傷病手当金の継続給

付を受けることができたものということ

ができる。

ところで、健康保険制度は、労働者の

業務外の事由による疾病、負傷若しくは

死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、

負傷若しくは死亡又は出産に関して保険

給付を行うことにより、国民の生活の安

定と福祉の向上に寄与することを目的と

する制度であるから、傷病手当金の受給

権は被保険者にとって極めて重要な権利

であるところ、受給要件に関する法令・

通達等の定めは複雑・難解であり、しか

も、被保険者による請求がなければ、給

付が行われることはないから、当該被保

険者に対する関係においては制度の上記

目的を達することはできないのであり、

本件事務所担当者は、Ａ及び請求人ある

いは本件事業所担当者とは比較にならな

い程の豊富な傷病手当金の支給要件等に

関する知識と情報を保有していると考え

られることを併せ考慮すると、本件事務

所担当者としては、Ａに対して、その窓

口を閉ざすに等しい対応をしてはならな

いというべきであって、仮にも、法令の

規定に関する誤った知識に基づいて、傷

病手当金の支給を申請できないとか、こ

れを申請しても支給されないとか意見を

述べ、教示し、あるいは窓口指導をして、

傷病手当金支給申請の意思に影響を与え

て申請意思を翻させたり、申請を断念さ

せたりする結果を招いてはならないとい

うべきである。しかるに、本件事務所担

当者は、上記のとおり、Ａが任意継続被

保険者となった平成○年○月○日から

平成○年○月○日までの期間に係る本

件傷病手当金受給権を有するにもかかわ

らず、本件事業所担当者、そして、請求

人に対し、健保法の改正により任意継続

被保険者には傷病手当金は支給されない

こととなったので、申請をすることはで

きない旨、あるいは、法律上支給されな

くなった旨を告げ、なおかつ、法律改正

後の具体的な事務取扱の要領についての

説明もせず、傷病手当金の給付について、

法律のどの部分が改正されたのかも説明

もせず、Ａをして、傷病手当金支給申請

を断念するのやむなきに至らせたもので

ある。

以上のような事実関係を前提として、

任意継続被保険者となってまでして、本

件請求期間に係る傷病手当金の支給を受

けようとしたＡがこれを受給できないこ

とによる不利益及び健康保険制度に寄せ

る国民の信頼の保護と、本件傷病手当金

受給権が時効によって消滅したとしてそ

の支給を拒絶することによって得られる

保険者、すなわち、一般の被保険者及び
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事業主等の利益、健康保険制度に及ぼす

影響とを比較考量すると、○○支部長が

平成○年○月○日から平成○年○月○日

までの期間に係る本件傷病手当金受給権

が時効により消滅したとして、これを支

給しないとする処分をすることは、行政

法の領域においても適用があると解する

ことが相当である信義誠実の原則からし

て、許されないというべきである。

７　以上の認定及び判断の結果によると、

原処分のうち、平成○年○月○日から平

成○年○月○日までの期間についてのＡ

に係る傷病手当金を支給しないとした部

分は相当ではないから、これを取り消す

べきであり、平成○年○月○日から同年

○月○日までの期間についてのＡに係る

傷病手当金を支給しないとした部分は妥

当であるから、この部分に関する本件再

審査請求を棄却すべきである。

よって、主文のとおり裁決する。
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